
浜松市職員の任用に関する事務の一部を委任する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

浜松市人事委員会委員長 村越 啓悦  

 

浜松市人事委員会規則第２号 

 

浜松市職員の任用に関する事務の一部を委任する規則の一部を改正する規則 

 

 浜松市職員の任用に関する事務の一部を委任する規則（平成１９年浜松市人事委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（選考に関する事務の委任） （選考に関する事務の委任） 

第３条 人事委員会は、次に掲げる選考に関す

る事務を任命権者に委任する。 

第３条 人事委員会は、次に掲げる選考に関す

る事務を任命権者に委任する。 

(1) 任用規則第１０条第１項第２号、第８

号及び第９号に規定する職への採用に係

る選考に関する事務 

(1) 任用規則第１０条第１項第２号、第６

号、第８号及び第９号に掲げる職への採用

に係る選考に関する事務 

(2) 任用規則第１０条第１項第３号及び第

７号に規定する職のうち、委任することが

適当であると人事委員会が認める職への

採用に係る選考に関する事務 

(2) 任用規則第１０条第１項第３号及び第

７号に掲げる職のうち、委任することが適

当であると人事委員会が認める職への採

用に係る選考に関する事務 

２ （略） ２ （略） 

（通知及び報告） （通知及び報告） 

第４条 任命権者は、前２条の規定（任用規則

第１０条第１項第９号に規定する職に係る

部分を除く。）に基づき競争試験又は選考を

実施する場合は、あらかじめその実施につい

て人事委員会に通知するとともに、その結果

について速やかに人事委員会に報告しなけ

ればならない。 

第４条 任命権者は、前２条の規定（任用規則

第１０条第１項第９号に掲げる職に係る部

分を除く。）に基づき競争試験又は選考を実

施する場合は、あらかじめその実施について

人事委員会に通知するとともに、その結果に

ついて速やかに人事委員会に報告しなけれ

ばならない。 



２ 人事委員会は、前条第１項第１号に掲げる

事務（任用規則第１０条第１項第９号に規定

する職に係る部分に限る。）について必要が

あると認めるときは、任命権者に報告を求め

ることができる。 

２ 人事委員会は、前条第１項第１号に掲げる

事務（任用規則第１０条第１項第９号に掲げ

る職に係る部分に限る。）について必要があ

ると認めるときは、任命権者に報告を求める

ことができる。 

 （任用規則の準用）  （任用規則の準用） 

第５条 任用規則第１１条第１項ただし書及

び第２項、第１２条、第１３条並びに第１４

条の規定は、任命権者が第３条の規定により

委任を受けた選考を実施する場合に準用す

る。この場合において、任用規則第１１条第

２項中「第５条から第７条まで」とあるのは

「第６条及び第７条」と読み替える。 

第５条 任用規則第１１条第１項ただし書及

び第２項並びに第１２条から第１４条まで

の規定は、任命権者が第３条の規定により委

任を受けた選考を実施する場合に準用する。

この場合において、任用規則第１１条第２項

中「第５条から第７条まで」とあるのは「第

６条及び第７条」と読み替える。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

（あらまし） 

この規則は、浜松市職員の任用に関する規則第１０条第１項第６号に規定する職への採

用に係る選考に関する事務を、任命権者に委任するための改正を行うとともに、所要の整

備を行うものです。 


